
 

斜里町保育士試験による資格取得支援事業 補助金の申請・交付の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①講座等受講開始 

・通信教育や自宅での学習など 

②受講終了 

②受講② 

③保育士試験受験 

・北海道では年 2回実施 

④保育士試験合格・⑤保育士証交付 

 

 ⑥対象施設等で勤務開始 

・町内の対象施設で 1日 6時間以上かつ 12月以上 

⑩補助金交付申請 

・請求 

⑦補助金交付登録申請 

・勤務開始月の月末までに町に補助金交付登録を

申請 

[提出書類] 

・保育士資格取得支援事業補助金交付登録申請書 

・誓約書 

・保育士証（写し） 

・対象施設での勤務開始に関する書類 

・保育士資格取得支援事業補助対象費用等内訳書 

・領収書（原本） 

※上記以外に町が提出を求める場合があります。  

・勤務開始から 1年を経過した日の翌月末まで 

に町に補助金交付申請 

[提出書類] 

・保育士資格取得支援事業補助金交付申請書 

・勤務継続証明書 

・保育士資格取得支援事業補助対象費用等内訳書

及び領収書（⑦の登録申請時から変更があった場

合のみ） 

※上記以外に町が提出を求める場合があります。  

⑧補助金交付登録又は 

登録非該当決定 

申請者 町 

⑨1年以上勤務 

 

⑪補助金交付審査 

・交付決定 

⑬補助金交付 

⑫補助金交付請求 

 


